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群馬県人権教育の基本方針

　我が国においては、日本国憲法及び教育基本法に則り、基本的人権尊重の
精神を基盤とした教育が行われている。
　しかし、女性、子ども、高齢者、障害者、同和関係者、外国人、ＨＩＶ感
染者等に対する差別や偏見が今なお存在し、国際化、情報化、高齢化、少子
化等の社会の急激な変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきている。
これらの人権問題を解決するため、学校教育及び社会教育においては、法の
下における平等の原則に基づき、真の人権が確立された社会を実現すること
が求められている。
　人権教育は、人権を相互に尊重し合う人権の共存の考え方を理念とし、基
本的人権尊重の精神が正しく身に付き、人権という普遍的文化を構築するた
めの教育活動であり、日常的・体験的な活動を通して積極的に推進するもの
である。

　以上の観点に立って、次の方針に基づき人権教育を推進する。

１　人権の意義や重要性及び人権問題についての正しい理解と認識を深める
とともに、人権を尊重する社会を築こうとする意欲と態度を育成する。

２　学校教育においては、子どもの発達段階に即し、各教科等の特質に応じ、
全教育活動を通じて、生命や人格を尊重し、他人を思いやるなどの豊かな
人間性を育成する。

３　社会教育においては、多様な学習機会を通して、学習意欲を高め、人権
問題を直感的にとらえる感性や、日常生活において態度や行動に現れるよ
うな豊かな人権感覚を育成する。

４　家庭教育においては、保護者に対する学習機会等を通して、幼児期から
豊かな情操や思いやり、社会的ルールの尊重、善悪の判断等子どもの健全
な人間形成ができるよう支援する。

５　指導者の養成においては、人権問題に関する理解と認識を深め、人権教
育に必要な技能と資質の向上に努める。

　この方針を実施するに当たっては、生涯学習の視点に立ち、県・市町村が
連携し、地域の実態に即して積極的に推進されるよう努めるとともに、公教
育としての主体性を守り、関係諸機関、諸団体との連携を密にし、その総合
的な推進に努める。 　 　

　　　　平成１４年１月１６日
群馬県教育委員会



はじめに

　県教育委員会では、平成１４年１月に「群馬県人権教育の基本方針」を決
定し、学校教育、社会教育等の５つの方針に基づき、平成１８年度までの「群
馬県人権教育推進計画（学校教育・社会教育）」を策定し、市町村教育委員
会をはじめとして、関係機関との連携のもとに、人権教育を総合的かつ計
画的に推進してきました。
　そして、平成１９年に、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、学校、社
会教育関係団体及び市町村教育委員会の取組を支援するために、人権教育を
どのように具体的に進めたらよいかという視点で、学校教育及び社会教育・
家庭教育における取組の方向性を示した「群馬県人権教育充実指針」を策定
しました。
　策定に当たっては、学識経験者、人権関係団体の代表、学校教育及び社
会教育の関係者等で組織される「群馬県人権教育推進協議会」において御
協議をいただきながら進めてきました。また、広く県民の皆様から御意見
を伺いました。
　本指針は平成２８年に一度改訂されましたが、その後も情報化や少子・高
齢化の進行、外国人受け入れの増加など社会情勢が大きく変化してきてい
る中で、インターネット上の誹謗中傷、プライバシーの侵害、児童虐待・
ヤングケアラーなどの子どもの人権侵害、性的少数者・外国人への差別など、
人権問題は、深刻化・多様化しています。人権に対する社会の関心も高ま
り、早急の対応が必要となっている人権問題もあります。こうした情勢から、
社会全体で様々な人権問題について正しく理解し、人権感覚の高揚を図る
など、今後も一層の取組が必要であると考えます。
　そこで、今回の作成に当たっては、今日的な人権問題に対応できるよう、
問題解決に向けた取組について改訂を行いました。
　今後も、人権が尊重される社会の実現に向けて、学校教育及び社会教育
の場で本指針を活用いただき、本県の人権教育のさらなる充実が図られる
ことを期待しています。

　　　令和７年３月　
　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　群馬県教育委員会
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群馬県人権教育充実指針の策定について

群馬県人権教育充実指針の策定について
１　策定の趣旨
　県教育委員会では、人権を相互に尊重し合う人権の共存の考え方を理念とし、
人権という普遍的文化を構築するため、平成１４年１月に「群馬県人権教育の
基本方針」を決定し、本方針に基づく具体的な推進方策を、群馬県人権教育推
進協議会において協議を行い、平成１８年度までの「群馬県人権教育推進計画（学
校教育・社会教育）」を策定しました。以来、計画・構築期（平成１４年度～
１５年度）、確立・充実期（平成１６年度～１８年度）の推進期間を通じて、人
権に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進してきました。そして、平成１８年
度に「人権教育推進状況調査＊１」等によりそれまでの取組の検証を行った結果、
次のような成果と課題が明らかになりました。
 〔成果〕
◎学校教育
 ・　各学校で、人権教育主任（担当者）を設置し、人権教育に関する諸計画を

作成するなど、人権教育に組織的、計画的に取り組まれている。
 ・　人権に関する重要課題については、発達段階に応じて児童生徒に対し、授

業等で指導が行われている。
◎社会教育・家庭教育
 ・　各市町村において、人権教育を推進するための基本方針、推進組織、人権

教育に関する学習機会の提供及び啓発活動について、整備・推進されている。
 ・　人権に関する重要課題について、各市町村で地域の実情に合わせた取組が

行われている。
 〔課題〕
◎学校教育
 ・　人権教育に視点を当てた授業実践や人権感覚育成のための指導が必ずしも

十分でないなど、児童生徒に対する指導内容・指導方法等に課題がある。
 ・　人権教育に関する校内研修が計画的に実施されていないなど、教職員の校

内研修の取組に課題がある。
◎社会教育・家庭教育
 ・　学習内容が人権問題の知識についての理解に偏りがちであったり、人権感

覚の育成に関する学習方法が少なかったりするなど、学習内容・学習方法等
に課題がある。

＊１　学校及び市町村教育委員会を対象にした人権教育の推進状況についての調査（毎年実施）
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 ・　各市町村で指導者の養成及び資質の向上に関する研修が継続的に実施され
ていないことや、研修により養成した指導者の活躍の場が必ずしも十分でな
いなど、指導者養成の取組について課題がある。

 ・　昨今の社会状況から、家庭における人権感覚や人権意識をさらに高めるた
めの家庭教育への支援が必要である。

　このように、「群馬県人権教育推進計画」に基づく取組の結果として、組織、
計画面などは整備されてきましたが、指導（学習）内容、指導（学習）方法、
職員研修、指導者養成などの具体的な取組について必ずしも十分でない面があ
ることが明らかになりました。
　そこで、学校、社会教育関係団体及び市町村教育委員会が、「群馬県人権教育
の基本方針」に基づき、人権教育をどのように具体的に取り組んだらよいかと
いう視点で、取組の方向性を示し、本県の人権教育の一層の改善、充実に資す
ることを目的に「群馬県人権教育充実指針」を策定することにしました。
　さらに、平成２２年度には「群馬県人権教育推進協議会」を組織し、それま
での取組状況を振り返って、今後、一層重視したい取組や新たな指導内容など、
指針を補強するべき内容について協議し、その内容を今回の指針に盛り込みま
した。

２　本充実指針の性格
 ・　策定の趣旨を踏まえ、学校、社会教育関係団体及び市町村教育委員会にお

ける人権教育の取組の方向性を指針として示しました。
 ・　この指針をもとに具体的な取組に向けて参考となるよう、解説や取組のポ

イントをあわせて掲載し、各種研修時の手引書として活用できるよう配慮し
ました。

 ・　群馬県作成の「人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」（平成１７
年３月）と整合性を図り、重要課題を１１項目としました。その後、「第２次
人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」（令和６年３月）と整合性を
図り、重要課題を１４項目としました。（令和７年３月改訂）

 ・　資料編では、各種計画等のモデル（事例）や関連資料を掲載しました。

※　本指針では、学校には幼稚園、児童生徒には幼児を含めています。また、社会教育関

係団体とは、「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関

する事業を行うことを主たる目的とするもの」です。


